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(57)【要約】
【課題】亜硝酸型硝化工程とアナモックス工程とからな
る窒素含有液の処理方法において、処理水中のアンモニ
ア性窒素残留問題を解消する亜硝酸型硝化の制御による
有機性原水の脱窒方法を提供すること。
【解決手段】有機性原水を亜硝化槽１に導入し、アンモ
ニア性窒素の一部をアンモニア酸化細菌の作用により亜
硝酸性窒素に酸化する亜硝酸型硝化工程と、前記亜硝化
槽１からの流出水４を嫌気性アンモニア酸化反応槽３に
導入し、前記亜硝酸性窒素を電子受容体とし、残存した
アンモニア性窒素を電子供与体として独立栄養微生物の
作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化
反応工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、前
記亜硝化槽１からの流出水４中の全窒素濃度及びアンモ
ニア性窒素濃度を測定し、これらの測定値に基づいて算
出した亜硝酸性窒素と、前記アンモニア性窒素の濃度比
が目標値となるように亜硝酸型硝化工程を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝化槽に導入し、アンモニア性窒素の一部
をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜硝酸型硝化工程と、
　前記亜硝化槽からの流出水を嫌気性アンモニア酸化反応槽に導入し、前記亜硝酸性窒素
を電子受容体とし、残存したアンモニア性窒素を電子供与体として独立栄養微生物の作用
により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工程とからなる有機性原水の脱窒
方法において、
　前記亜硝化槽からの流出水中の全窒素濃度及びアンモニア性窒素濃度を測定し、これら
の測定値に基づいて算出した亜硝酸性窒素と、前記アンモニア性窒素の濃度比が目標値と
なるように亜硝酸型硝化工程を制御することを特徴とする亜硝酸型硝化の制御による有機
性原水の脱窒方法。
【請求項２】
　亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比を、{（全窒素濃度測定値－アンモニア性窒
素濃度測定値－α）／アンモニア性窒素濃度測定値}の式により算出することを特徴とす
る請求項１記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項３】
　αが、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素量と硝酸性窒素量の和で
あることを特徴とする請求項２記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項４】
　亜硝化槽からの流出水中の硝酸性窒素濃度を測定し、亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素
の濃度比を、{（全窒素濃度測定値－アンモニア性窒素濃度測定値－硝酸性窒素濃度測定
値－β）／アンモニア性窒素濃度測定値}の式により算出することを特徴とする請求項１
記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項５】
　βが、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素濃度であることを特徴と
する請求項４記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項６】
　亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比の目標値が、亜硝酸性窒素濃度：アンモニア
性窒素濃度＝０．５７：０.４３であることを特徴とする請求項１に記載の亜硝酸型硝化
の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項７】
　亜硝酸型硝化工程の制御を、亜硝化槽の曝気量の制御によって行なうことを特徴とする
請求項１に記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法。
【請求項８】
　独立栄養微生物がアナモックス菌である請求項１に記載の亜硝酸型硝化の制御による有
機性原水の脱窒方法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　窒素含有液の処理方法に関し、窒素含有液中のアンモニア性窒素（NH４

＋）の一部を亜
硝酸性窒素（NO２

－）に酸化する亜硝酸型硝化工程の後に、独立栄養性脱窒微生物（以下
「アナモックス微生物」と称す）を利用する嫌気性アンモニア酸化反応工程（以下「アナ
モックス工程」と称す）を導入することにより、従来の硝化脱窒と比較して曝気量の低減
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、メタノール等の有機物添加量の削減、余剰汚泥の低減を図る技術が開示されている（特
許文献１）。
【０００３】
　アナモックス微生物とは、嫌気条件下でアンモニア性窒素を電子供与体、亜硝酸性窒素
を電子受容体として両者を反応させ、窒素ガスを生成することができる脱窒微生物群であ
って、脱窒に際し有機物の添加が不要な独立栄養性脱窒微生物である。
【０００４】
　アナモックス微生物による嫌気性アンモニア酸化反応を利用したアナモックス工程では
、以下の反応によってアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素が窒素ガス（N2）に分解されると
考えられている。
【０００５】
【化１】

【０００６】
　すなわち、上記アナモックス工程で効率よく脱窒を行うためには、アナモックス工程に
導入する被処理水中のアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素の含有比率がNO２

－/ NH４
＋=０

．５７/０．４３=１．３２である事が望ましい。当該含有率制御に関して、従来は図３に
示すように亜硝酸型硝化工程の前後でサンプリングを行い、アンモニア性窒素濃度測定器
２ｂで亜硝酸型硝化工程前アンモニア性窒素濃度C１及び同工程後アンモニア性窒素濃度C

２を測定し、以下の近似式（１）に従うように亜硝酸型硝化工程での亜硝酸型硝化率を制
御し、アナモックス工程へ導入するアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素の含有比率を前記含
有比率（NO２

－/ NH４
＋=０．５７/０．４３=１．３２）とする手法が採用されていた（

特許文献２）。
　NO２

－/ NH４
＋≒（C１－C２）/C２＝１．３２・・（１）

【０００７】
　上記近似式（１）は亜硝酸型硝化工程ではアンモニア性窒素の酸化が全て亜硝酸性窒素
段階で留まり、硝酸性窒素にまで酸化されないこと、及び窒素ガスにまで還元されないこ
とを前提として、亜硝酸性窒素濃度をC１－C２で近似するものである。
【０００８】
　しかし被処理水が下水等の有機性原水であって、原水中にBOD成分が共存する場合には
、亜硝酸化工程で発生した亜硝酸性窒素の酸化反応が更に進行して脱窒（N2↑）反応が生
じたり、硝化反応や脱窒反応の副生成物として一酸化二窒素（N2O↑）が発生することが
知られている（特許文献３）。
【０００９】
　このように亜硝化槽内で亜硝酸型硝化反応と上記ガス化反応が共存する場合、近似式（
１）の分子が表す値は、｛亜硝酸性窒素（NO２

－）濃度＋窒素濃度（N2）+一酸化二窒素
濃度（N2O）｝であり、実際の亜硝酸性窒素（NO２

－）濃度とのズレが生じることとなる
。したがって、当該値を亜硝酸性窒素（NO２

－）濃度とみなして前記近似式（１）による
制御を行った場合、必要量の曝気が行われず、亜硝酸性窒素濃度が不足することとなる。
【００１０】
　その結果、アナモックス工程へ導入される被処理水中でアンモニア性窒素（NH４

＋）濃
度が過剰量となり、アナモックス工程において未反応のアンモニア性窒素が生じ、処理水
にアンモニア性窒素が残留してしまう問題があった。
【特許文献１】特開２００３－３３７８４号公報
【特許文献２】特開２００６－８８０９２号公報
【特許文献３】特開２００１－１７９２９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明の目的は亜硝酸型硝化工程とアナモックス工程とからなる窒素含有液の処理方法
において、亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比を正確に制御し、処理水中にアンモ
ニア性窒素が残留することがないようにした亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するためになされた本発明に係る亜硝酸型硝化の制御による亜硝酸型硝
化の制御による有機性原水の脱窒方法は、アンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝
化槽に導入し、アンモニア性窒素の一部をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素
に酸化する亜硝酸型硝化工程と、前記亜硝化槽からの流出水を嫌気性アンモニア酸化反応
槽に導入し、前記亜硝酸性窒素を電子受容体とし、残存したアンモニア性窒素を電子供与
体として独立栄養微生物の作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工
程とからなる有機性原水の脱窒方法において、前記亜硝化槽からの流出水中の全窒素濃度
及びアンモニア性窒素濃度を測定し、これらの測定値に基づいて算出した亜硝酸性窒素と
、前記アンモニア性窒素の濃度比が目標値となるように亜硝酸型硝化工程を制御すること
を特徴とするものである。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒
方法において亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比を、{（全窒素濃度測定値－アン
モニア性窒素濃度測定値－α）／アンモニア性窒素濃度測定値}の式により算出すること
を特徴とするものである。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項２記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒
方法においてαが、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素量と硝酸性窒
素量の和であることを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒
方法において亜硝化槽からの流出水中の硝酸性窒素濃度を測定し、亜硝酸性窒素とアンモ
ニア性窒素の濃度比を、{（全窒素濃度測定値－アンモニア性窒素濃度測定値－硝酸性窒
素濃度測定値－β）／アンモニア性窒素濃度測定値}の式により算出することを特徴とす
るものである。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項４記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒
方法においてβが、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素濃度であるこ
とを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱
窒方法において亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比の目標値が、亜硝酸性窒素濃度
：アンモニア性窒素濃度＝０．５７：０.４３であることを特徴とするものである。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱
窒方法において亜硝酸型硝化工程の制御を亜硝化槽の曝気量の制御によって行なうことを
特徴とするものである。
【００１９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１に記載の亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱
窒方法において独立栄養微生物がアナモックス菌であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る亜硝酸型硝化の制御による有機性原水の脱窒方法では、亜硝化槽からの流
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出水中の全窒素濃度及びアンモニア性窒素濃度を測定し、これらの測定値に基づいて算出
した亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比が目標値となるように亜硝酸型硝化工程を
制御することにより、処理水にアンモニア性窒素が残留してしまう従来の問題が解消可能
となる。
【００２１】
　前記制御に際し、下記αを有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素量と
硝酸性窒素量の和として、亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比を、｛（全窒素濃度
測定値－アンモニア性窒素濃度測定値－α）／アンモニア性窒素濃度測定値｝の式により
算出することにより、制御精度を向上させることができる。
【００２２】
　さらなる制御精度向上のためには、亜硝化槽からの流出水中について硝酸性窒素濃度の
測定も追加し、下記βを有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素量として
、亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素の濃度比を、｛（全窒素濃度測定値－アンモニア性窒
素濃度測定値－硝酸性窒素量測定値－β）／アンモニア性窒素濃度測定値｝の式により算
出することが好ましい。
【００２３】
　本発明により制御された流出水を脱窒槽に導くことにより、アナモックス反応の反応率
が上昇し、酸素必要量が低減する等アナモックス反応に特有の利点をより顕著とすること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
(第１の実施形態)
　図１は本発明を実施するのに好適な装置の一例を示す構成図である。図１において、１
は亜硝酸型硝化工程に用いる亜硝化槽、２aは全窒素濃度測定器、２ｂはアンモニア性窒
素濃度測定器、３はアナモックス工程に用いる嫌気性アンモニア酸化反応槽である。
【００２５】
　亜硝化槽１では導入される有機性原水に対し、底部に設けた曝気装置６から空気を供給
している。また、亜硝化槽１の槽内にはアンモニア酸化細菌を担持させた担体５が分散さ
せてある。ここで有機性原水とは、例えば下水等であって、原水中にBOD成分が共存する
ものをいう。アンモニア酸化細菌は、アンモニア性窒素の亜硝酸化に用いられる細菌であ
り、好気性下で以下の反応（化２）を促進する。下記反応に適した好気性状態を維持する
ために、曝気装置６からの酸素供給量が調整される。
【００２６】
【化２】

【００２７】
　しかし、実際には亜硝化槽１内では、上記反応（化２）以外にも窒素ガス、二酸化窒素
ガス、アンモニアガスおよび硝酸性窒素を発生する各反応も生じるため、亜硝化槽１に導
入される有機性原水のアンモニア性窒素1モルに対し０．８５モルの酸素を添加する方法
では、０．５７モルの亜硝酸性窒素と０．４３モルのアンモニア性窒素を得ることはでき
ない問題がある。なお、亜硝酸性窒素：アンモニア性窒素＝０．５７モル：０．４３モル
とする含有比は、後段のアナモックス工程における嫌気性アンモニア酸化細菌による脱窒
反応に好適な含有比である。
【００２８】
　本発明では、前記問題解消手段として亜硝化槽１からの流出水４を自動サンプリングし
て全窒素濃度測定器２a及びアンモニア性窒素（NH４

＋）濃度測定器２ｂにより全窒素濃
度及びアンモニア性窒素濃度を測定し、これらの測定値データを制御装置７に伝達し、制
御装置７において後段のアナモックス工程における嫌気性アンモニア酸化反応に好適な含
有比を目標値として前記反応（化２）の進行を調整する手段を設けている。
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　制御装置７では、全窒素濃度測定器２a及びアンモニア性窒素濃度測定器２ｂから伝達
された流出水４の全窒素濃度及びアンモニア性窒素濃度を、{（全窒素濃度測定値－アン
モニア性窒素濃度測定値－α）／アンモニア性窒素濃度測定値}の式に代入し、当該値の
目標値を０．５７/０．４３とする制御を行う。具体的には、例えば前記目標値の分子が
０．５７よりも小さい場合には流出水中の亜硝酸性窒素濃度比率を上昇させるために曝気
装置６の酸素供給量を増加する制御を行い、前記反応（化２）の進行を促進させる。一方
、前記目標値の分子が０．５７よりも大きい場合には流出水中のアンモニア性窒素濃度比
率を上昇させるために曝気装置６の酸素供給量を抑制する制御を行う。
【００３０】
　なお、前記式に用いたαとは、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素
量と硝酸性窒素量の和であって、事前にサンプリングした試料について測定した値を制御
装置７に入力した定数である。なお、α値は、有機性原水の性状によって変動するため、
有機性原水の性状が変動する場合には、それに合わせてα値の設定を変更することにより
、制御装置７の制御精度向上を図ることができる。
【００３１】
(第２の実施形態)
　図２は第２の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。第２の実施形態は第１
の実施形態に更に硝酸性窒素（NO３

－）濃度測定器２ｃを設けたものである。第２の実施
形態における酸素供給量の調整は、全窒素濃度測定器２a及びアンモニア性窒素濃度測定
器２ｂ及び硝酸性窒素濃度測定器２ｃを用いて各濃度測定を行い、制御装置７に伝達し、
制御装置７では、流出水の全窒素濃度及びアンモニア性窒素濃度を、{（全窒素濃度測定
値－アンモニア性窒素濃度測定値－硝酸性窒素量測定値－β）／アンモニア性窒素濃度測
定値}の式に代入し、当該値の目標値を０．５７/０．４３とする制御を行う。
【００３２】
　なお、前記式に用いたβとは、有機性原水の性状によって事前に決定される有機体窒素
量であって、事前にサンプリングした試料について測定した値を制御装置に入力した定数
である。なお、β値は、有機性原水の性状によって変動するため、有機性原水の性状が変
動する場合には、それに合わせてβ値の設定を変更することにより、制御装置７の制御精
度向上を図ることができる。
【００３３】
　第２の実施形態では、流出水の測定項目を、全窒素濃度、アンモニア性窒素濃度、硝酸
性窒素濃度としたことにより、僅かな流出水中の硝酸性窒素濃度変動にも対応した酸素供
給量の調整が可能となり制御精度の向上が図られる。
【００３４】
(実施例)
　図１に示す本発明の実施に好適な装置を使用した脱窒反応を行い、亜硝化槽１および嫌
気性アンモニア酸化槽３における槽内水の全窒素濃度、有機体窒素量、アンモニア性窒素
濃度、亜硝酸性窒素量を各々測定した結果を下記の表１に示す。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
(比較例)
　図２に示した従来法の実施に用いられた装置を使用して、前記実施例と同じ原水の脱窒
反応を行った結果を下記の表2に示す。
【００３７】

【表２】

【００３８】
　（表２）に示す従来技術では、嫌気性アンモニア酸化反応槽のアンモニア性窒素濃度が
９３mg/Lであるのに対して、（表１）に示す本発明の嫌気性アンモニア酸化反応槽のアン
モニア性窒素濃度は６．４mg/Lと著しく低減し、本発明により処理水にアンモニア性窒素
が残留してしまう問題が解消された。また、本発明によると脱窒率（９２％）も従来技術
(８４％)に比べ向上している。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明を実施するのに好適な装置の一例を示す構成図である。
【図２】第２の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。
【図３】従来法の実施に用いられた装置の一例を示す構成図である。
【符号の説明】
【００４０】
１　亜硝化槽
２a　全窒素濃度測定器
２b　アンモニア性窒素（NH4

+-N）濃度測定器
２c　硝酸性窒素（NO3

－-N）濃度測定器
３　嫌気性アンモニア酸化槽
４　亜硝化槽流出水
5　担体
6　曝気装置
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7　制御装置
 
 

【図１】 【図２】
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